
２．自動車関係資料 

２－１ 自動車排出ガス規制強化の推移（ＮＯx） 

                            （未規制時の１台あたりのＮＯｘ排出量平均値を１００とした時の比率：％） 
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《車両総重量の区分》                                                               注：１）等価慣性重量１ｔ以下のもの 
   軽量車：１．７ｔ以下                                                              ２）     〃    を超えるもの 
   中量車：１．７ｔ超、２．５ｔ以下                                                  ３）車両重量1.265ｔ以下のもの 
   重量車：２．５ｔ超                                                                ４）      〃      を超えるのもの 
   重量車１は３．５ｔ以下、重量車２は３．５ｔ超、12ｔ以下、重量車３は12ｔ超         ５）手動変速機付車 
      ただし、平成１２年規制以降、ガソリン・ＬＰＧ車の中量車及び重量車の車両総重量区分は、      ６）自動変速機付車 
   中量車については１．７ｔ超３．５ｔ以下、重量車については３．５ｔ超となる。                                                                                                                  
                                         


